
　　令和6年度　公益財団法人東京観光財団契約情報

項　　目

整理番号

件名

履行場所

履行期間

契約方式 希望制指名競争入札 格付 「A」

希望申出方法 https://www.chancenavi.jp/bcn/

希望申出要件

希望申出期間 ～ 令和6年8月20日(火)

希望申出方法

指名通知日（予定）

現場見学

質問締切日

新規什器(同等品)
リスト受付期間

新規什器(同等品)
回答日

質問回答日

開札日

入札結果通知日
(予定）

備考

問い合わせ先

令和6年9月6日(金)

（１）希望票の提出があっても、必ずしも指名されるとは限りません。
    （希望多数の場合、書類選考により指名業者を選定させていただく場合がございます。）
（２）仕様書に関する質問は、指名通知の後、一定期間受け付けます。
（３）申込書類に不備がある場合は、失格になることがあります。
 (４）本契約に関する契約情報（受託者の名称及び契約金額等）は当財団ホームページ上での公表対象となる
　　　場合がございます。

公益財団法人東京観光財団　総務部　 【担当】清水・尾前・松永
〒162-0801　新宿区山吹町346番地6　日新ビル6階　【電話】03-5579-2680
【E-mail】keiyaku@tcvb.or.jp　【現場見学当日連絡先】090-7821-6169

令和6年9月5日(木)
※仕様書５（１）～（８）の各項目に対する内訳がわかるように積算し、見積書（押印あり）を「ビジ
ネスチャンス・ナビ」に添付願います。様式不問。

令和6年8月28日(水)
※上記受付期間内に提出いただいた新規什器（同等品）リストについては、個別にメールで回答いたし
ます。

令和6年8月28日(水)

令和6年8月21日(水)
※入札期間・質問に関する詳細は指名通知後に「ビジネスチャンス・ナビ」を参照願います。
※別紙5、9、11以外は指名通知後に公開します。

令和6年8月22日（木）
※指名通知事業者のみ（任意）、新事務所の現場見学を受け付けます。
希望する場合は以下の問い合わせ先に8月21日16時(厳守)までに電話連絡の上、指定時間に新宿モノリ
スビル１階エレベーターホール前に集合をお願いいたします。

※指名通知後、期間内に keiyaku@tcvb.or.jp までご提出ください。
・回答日までに個別にメールで回答いたします。
・締切後の提出・再提出は受け付けません。

・同等品と認められない什器があった場合、リストの再提出を受け付けます。
（ただし当財団が同等品として認められない什器がある旨を受付期間中に回答し、かつ指名通知事業者
が受付期間終了までにリストを再提出をした場合に限りますので、計画的にご提出ください。）

※新規什器を別紙５の参考品以外で調達する場合の留意事項（仕様書５（５）参照）
・以下の要領でリスト化してください。
　- 別紙５「什器等の個数表」と同じ順番で並べる
  - 同等品の各什器のメーカー・製品名・色・商品コード・サイズ・数量を明らかにし、画像
　　を貼り付ける
・リストとカタログ等とあわせて提出してください。
・文書の形式は問いません（PDF、powerpointなど）。
・リストのファイル名に応募者名を含めてください（例：株式会社○○_新規什器（同等品）
　リスト.pdf）。
・リスト内には応募者名を記載しないでください。

令和6年8月21日(水)指
名通知後～令和6年8月
26日（月）12時

令和6年8月26日（月） 12時

電子入札システム「ビジネスチャンス・ナビ」経由のこと。

以下の書類を「ビジネスチャンス・ナビ」を通じて提出願います。

（１）【様式】希望票

（２）希望申出要件関連書類

　ア　希望申出要件①に該当する場合

　　　東京都の「令和5・6年度物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票」の写し及び

　　　「令和5・6年度競争入札参加資格審査結果通知書（物品等）」の写し

　イ　希望申出要件②に該当する場合

   　    契約実績を証明するものの写し（契約書の写しなど）

　　　 ※ア、イ要件ともに該当する場合はいずれの書類もご提出ください。

（３） 希望申出要件③の取得を証明する書類の写し

令和6年8月14日(水) 12時　【厳守】

項　目　内　容

事務所移転に伴う内装工事・新規什器調達・諸物品の運搬及び廃棄等業務委託

公益財団法人東京観光財団が指定する場所

令和6年9月13日から令和7年1月31日まで

①、②のいずれか、③から⑤の要件を満たす者

①東京都の令和5・6年度物品買入れ等競争入札参加有資格者で、営業種目「002」事務機器・情報処理用機器又は「004」什器・

家具又は「008」室内装飾又は「114」運送等請負に登録があり、「A」に格付けされている者

②過去3年度内に当財団又は官公庁等において同様の業務の契約実績を有する者

③一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が運用するISMS適合性評価制度におけるISO/IEC27001と同程度の認証、ま

たは一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）の認定するプライバシーマークと同程度の認証を受けている者

④東京都暴力団排除条例（平成23年3月18日東京都条例第54条）に定める暴力団関係者又は東京都が東京都契約関係暴力団等対策

措置要綱第5条第1項に基づき排除措置期間中の者として公表した者（ただし、排除措置期間中に限る。）でないこと

⑤東京都の令和5・6年度物品又は令和3・4年度買入れ等競争入札参加有資格者で、指名停止期間中でない者
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https://www.chancenavi.jp/bcn/

